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国の契約

○会計法（抜粋）

第二十九条の三 契約担当官及び支出負担行為担当官（以下「契約担当官等」という。）は、売買、

貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、

公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない。

② 前項の競争に加わろうとする者に必要な資格及び同項の公告の方法その他同項の競争につい

て必要な事項は、政令でこれを定める。

③ 契約の性質又は目的により競争に加わるべき者が少数で第一項の競争に付する必要がない場

合及び同項の競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、

指名競争に付するものとする。

④ 契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場

合及び競争に付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契

約によるものとする。

⑤ 契約に係る予定価格が少額である場合その他政令で定める場合においては、第一項及び第三

項の規定にかかわらず、政令の定めるところにより、指名競争に付し又は随意契約によることがで

きる。



国の契約保証

○会計法（抜粋）

第二十九条の九 契約担当官等は、国と契約を結ぶ者をして、契約金額の百分の十以上の契約保

証金を納めさせなければならない。ただし、他の法令に基づき延納が認められる場合において、確

実な担保が提供されるとき、その者が物品の売払代金を即納する場合その他政令で定める場合に

おいては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

② 第二十九条の四第二項の規定は、前項の契約保証金の納付について、これを準用する。

※第二十九条の四

② 前項の保証金の納付は、政令の定めるところにより、国債又は確実と認められる有価証券その

他の担保の提供をもつて代えることができる。

○予決令（抜粋）

第百条の三 契約担当官等は、会計法第二十九条の九第一項ただし書の規定により、次に掲げる場

合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

一 契約の相手方が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。

二 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他財務大臣の指定する

金融機関と工事履行保証契約を結んだとき。

三 第七十二条第一項の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争若しくはせり売

りに付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。

（契約保証金に代わる担保）

第百条の四 第七十八条の規定は、契約担当官等が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる

場合に準用する。



国の検査監督

○会計法（抜粋）

第二十九条の十一 契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合に

おいては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するた

め必要な監督をしなければならない。

② 契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令

の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に

代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納

部分の確認を含む。）をするため 必要な検査をしなければならない。

③ 前二項の場合において、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき

破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨

の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、政令の定めるところに

より、第一項の監督又は 前項の検査の一部を省略することができる。

④ 各省各庁の長は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、第一項の監督及び第二項

の検査を、当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他

の各省各庁所属の職員に行なわせることができる。

⑤ 契約担当官等は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、国の職員以外の者に第一

項の監督及び第二項の検査を委託して行なわせることができる。

○予決令（抜粋）

第百一条の三 会計法第二十九条の十一第一項に規定する工事又は製造その他についての請負

契約の適正な履行を確保するため必要な監督（以下本節において「監督」という。）は、契約担当官

等が、自ら又は補助者に命じて、立会い、指示その他の適切な方法によつて行なうものとする。

第百一条の四 会計法第二十九条の十一第二項に規定する工事若しくは製造その他についての請

負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認（給付の完了前に代価の一

部を支払う必要が ある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の

確認を含む。）をするため必要な検査（以下本節において「検査」という。）は、契約担当官等が、自ら

又は補助者に命じて、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行なうものとする。

第百一条の五 会計法第二十九条の十一第三項に規定する特約により給付の内容が担保されると

認められる契約のうち財務大臣の定める物件の買入れに係るものについては、数量以外のものの

検査を省略することができる。

第百一条の六 第六十八条第一項の規定は、各省各庁の長が会計法第二十九条の十一第四項の

規定により当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員に監督

又は検査を行なわせる場合に、第二十六条第三項の規定は、各省各庁の長が同法第二十九条の

十一第四項の規定により他の各省各庁所属の職員に監督又は検査を行なわせる場合に、それぞ

れ準用する。



２ 前項に規定する場合において、各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、当該各省各庁又は

他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に監督又は検査を行なわ

せることができる。この場合においては、同項において準用する第二十六条第三項の規定による同

意は、その指定しようとする官 職及び行なわせようとする事務の範囲についてあれば足りる。

３ 各省各庁の長又はその委任を受けた職員は、監督又は検査を当該契約に係る契約担当官等及

びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に行なわせることと

したときは、当該契約担当官等にその旨並びに当該監督又は検査を行なわせることとした職員の官

職及び氏名を、当該監督又 は検査を行なわせることとした職員に関係の契約担当官等の官職及

び氏名を、それぞれ通知しなければならない。

第百一条の七 契約担当官等から検査を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受

けた職員から検査を命ぜられた職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、契約担当官等から

監督を命ぜられた補助者及び各省各庁の長又はその委任を受けた職員から監督を命ぜられた職

員の職務と兼ねることができない。

第百一条の八 契約担当官等は、会計法第二十九条の十一第五項の規定により、特に専門的な知

識又は技能を必要とすることその他の理由により国の職員によつて監督又は検査を行なうことが困

難であり又は適当でないと認められる場合においては、国の職員以外の者に委託して当該監督又

は検査を行なわせることができる。



国の部分払

○会計法（抜粋）

第二十九条の十一 契約担当官等は、工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合に

おいては、政令の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、契約の適正な履行を確保するた

め必要な監督をしなければならない。

② 契約担当官等は、前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、政令

の定めるところにより、自ら又は補助者に命じて、その受ける給付の完了の確認（給付の完了前に

代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納

部分の確認を含む。）をするため必要な検査をしなければならない。

③ 前二項の場合において、契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき

破損、変質、性能の低下その他の事故が生じたときは取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨

の特約があり、当該給付の内容が担保されると認められる契約については、政令の定めるところに

より、第一項の監督又は 前項の検査の一部を省略することができる。

④ 各省各庁の長は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、第一項の監督及び第二項

の検査を、当該契約に係る契約担当官等及びその補助者以外の当該各省各庁所属の職員又は他

の各省各庁所属の職員に行なわせることができる。

⑤ 契約担当官等は、特に必要があるときは、政令の定めるところにより、国の職員以外の者に第一

項の監督及び第二項の検査を委託して行なわせることができる。

○予決令（抜粋）

第百一条の十 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件

の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支 払う必要がある場

合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあつてはその既済部分

に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価をこえることが

できない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあつ

ては、その代価の全額までを支払うことができる。



地方公共団体の契約

○地方自治法（抜粋）

第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又は

せり売りの方法により締結するものとする。

２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これ

によることができる。

３ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」とい

う。）に付する場合においては、政令の定めるところにより、契 約の目的に応じ、予定価格の制限の

範囲内で最高又は最低の価格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、

普通地方公共団体の支出の 原因となる契約については、政令の定めるところにより、予定価格の

制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低の価格をもつて申込みをした者以外 の者

を契約の相手方とすることができる。

４ 普通地方公共団体が競争入札につき入札保証金を納付させた場合において、落札者が契約を締

結しないときは、その者の納付に係る入札保証金（政令の定めるところによりその納付に代えて提

供された担保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。

５ 普通地方公共団体が契約につき契約書又は契約内容を記録した電磁的記録を作成する場合に

おいては、当該普通地方公共団体の長又はその委任を受け た者が契約の相手方とともに、契約

書に記名押印し、又は契約内容を記録した電磁的記録に当該普通地方公共団体の長若しくはその

委任を受けた者及び契約の相 手方の作成に係るものであることを示すために講ずる措置であつて、

当該電磁的記録が改変されているかどうかを確認することができる等これらの者の作成に係 るも

のであることを確実に示すことができるものとして総務省令で定めるものを講じなければ、当該契約

は、確定しないものとする。

６ 競争入札に加わろうとする者に必要な資格、競争入札における公告又は指名の方法、随意契約

及びせり売りの手続その他契約の締結の方法に関し必要な事項は、政令でこれを定める。



地方公共団体の契約保証

○地方自治法（抜粋）

第二百三十四条の二

２ 普通地方公共団体が契約の相手方をして契約保証金を納付させた場合において、契約の相手方

が契約上の義務を履行しないときは、その契約保証金（政令の定めるところによりその納付に代え

て提供された担保を含む。）は、当該普通地方公共団体に帰属するものとする。ただし、損害の賠償

又は違約金について契約で 別段の定めをしたときは、その定めたところによるものとする。

○地方自治法施行令（抜粋）

第百六十七条の十六 普通地方公共団体は、当該普通地方公共団体と契約を締結する者をして当

該普通地方公共団体の規則で定める率又は額の契約保証金を納めさせなければならない。

２ 第百六十七条の七第二項の規定は、前項の規定による契約保証金の納付についてこれを準用

する。

※第百六十七条の七

２ 前項の規定による入札保証金の納付は、国債、地方債その他普通地方公共団体の長が確実と

認める担保の提供をもつて代えることができる。



地方公共団体の検査監督

○地方自治法

第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、 政令の定

めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完

了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件

の既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。

○地方自治法施行令

第百六十七条の十五 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による監督は、立会い、指示

その他の方法によつて行なわなければならない。

２ 地方自治法第二百三十四条の二第一項の規定による検査は、契約書、仕様書及び設計書その

他の関係書類（当該関係書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）に基づいて行わな

ければならない。

３ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、

契約の目的たる物件の給付の完了後相当の期間内に当該物件につき破損、変質、性能の低下そ

の他の事故が生じたときは、取替え、補修その他必要な措置を講ずる旨の特約があり、当該給付の

内容が担保されると認められるときは、同項の規定による検査の一部を省略することができる。

４ 普通地方公共団体の長は、地方自治法第二百三十四条の二第一項に規定する契約について、

特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により当該普通地方公共団体の職員に

よつて監督又は検査を行なうことが困難であり、又は適当でないと認められるときは、当該普通地方

公共団体の職員以外の者に委託して当該監督又は検査を行なわせることができる。



地方公共団体の部分払

○地方自治法

第二百三十四条の二 普通地方公共団体が工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件

の買入れその他の契約を締結した場合においては、当該普通地方公共団体の職員は、 政令の定

めるところにより、契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了の確認（給付の完

了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行なう工事若しくは製造の既済部分又は物件

の既納部分の確認を含む。）をするため必要な監督又は検査をしなければならない。



建築工事における工事監理

○建築基準法（抜粋）

第五条の四 建築士法第三条第一項（同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。）、

第三条の二第一項（同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合

を含む。以下同じ。）若しくは第三条の三第一項（同条第二項において準用する同法第三条第二項

の規定により適用される場合を含む。以下同じ。）に規定する建築物又は同法第三条の二第三項

（同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の規定に基づく条

例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、する

ことができない。

２ 建築主は、前項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条

の二第一項若しくは第三条の三第一項に規定する建築士又は同法第三条の二第三項の規定に基

づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

３ 前項の規定に違反した工事は、することができない。

○建築士法（抜粋）

第二条

６ この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書

のとおりに実施されているかいないかを確認することをいう。


